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資料２－１ 



府省名

事務及び事業名 具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法
人国立環境
研究所

①環境研究に関する
業務
②環境情報の収集、
整理及び提供に関す
る業務
③研究成果の積極的
な発信と社会貢献の
推進

【管理運営の適正化】
予算の執行管理及び組織の管理運営の適正化に努め、総
人件費改革に基づく人件費１％削減を達成する。

【組織の見直しの方向性】
本年６月の中央環境審議会において環境研究・
環境技術開発の推進戦略がまとめられ、①脱温
暖化社会、②循環型社会、③自然共生型社会、
および④安全が確保される社会の(1)いずれにも
共通な領域、(2)横断的領域、(3)社会実装のた
めの研究推進が重要とされた。その実現に向
け、我が国の環境行政の科学的、技術的基盤を
提供する機関として、国際的にも環境分野にお
ける中核的な機関として、その重要な役割を果
たしていくべく、その目標・体制等について検討
中（22年度中）である。

【取引関係の見直し（随意契約の見直し）・自己
収入の拡大】
監事及び外部有識者によって構成する契約監
視委員会の点検等を受けて随意契約等見直し
計画を平成２２年４月に策定し、随意契約につい
ては、真にやむを得ない場合を除き競争性のあ
る契約に移行することとしている。次の中期目標
期間においても、契約監視委員会による定期的
な点検、見直し等に対応して、随意契約等に係
る改善を図っていく。
また、競争的な外部資金のほか、民間等からの
受託や寄付金を含め、自己収入の獲得に努め
る。［独立行政法人が行う事業の横断的見直し
について（平成22年5月18日行政刷新会議決
定）２．事業実施の主体・手法等に関する見直し
(3)取引関係の見直し及び(4)自己収入の拡大］

　

環境省

法人名
１．事務及び事業の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性）

各府省別法人の見直し当初案の内容一覧表

２．組織の見直しに係る具体的措置
（又は見直しの方向性）

３．運営の効率化及び自律化の見直しに
　　係る具体的措置（又は見直しの方向性）
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前回の「勧告の方向性」における主な指摘事項の措置状況（平成 22年７月現在） 

       

環境省所管（１法人） 

整理 

番号 
法人名  「勧告の方向性」における主な指摘事項 措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置） 

42 国立環境研究所

（17） 

 非公務員化 ①  「独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律

案」を平成１８年通常国会に提出、成立済み 

 平成１８年度より非公務員化。 

 関係機関との連携の在り方も視野に入れた業務見直しを

前提とする研究の選択と集中 

①  国民の安全・安心への要求や国際社会への貢献に対する環

境政策の着実な実施を科学的側面から支援するための調

査・研究に継続的かつ機動的に取り組むため、学際的かつ

総合的で質の高い環境研究を進め、自ら主体的に関与する

ことが求められる環境研究を重点的に選択した。具体的に

は、環境基本計画、科学技術基本計画、「環境研究・技術開

発の推進戦略について」(平成 18 年 3 月、中央環境審議会

答申)等が推進を求めている分野及び環境省等の環境政策

において求められている分野を踏まえ、持続可能な社会の

実現を目指して、特に推進すべき 4 つのプログラムを選択

し、資源を重点的に配分した。 

重点プログラム 

 １．地球温暖化研究プログラム 

 ２．循環型社会研究プログラム 

３．環境リスク研究プログラム  

 ４．アジア自然共生研究プログラム 
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 独立行政法人国立環境研究所  府省名 環境省 

沿 革 

昭和４９年 ３月 国立公害研究所として筑波研究学園都市内に設置 

平成  ２年 ７月 研究部門の大幅な再編成を行い「国立環境研究所」と名称変更      

平成１３年 ４月 独立行政法人国立環境研究所発足 

平成１８年 ４月 非公務員化へ移行 

中期目標期間 第１期：平成１３年４月～平成１８年３月（１８年見直し）  第２期：平成１８年度～２２年度  

役員数及び職員数 

（平成22年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

５人（２人） ３人（０人） ２人（２人） ２４０人 ６５５人 

年  度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成23年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 10,830 10,934 10,918 10,224 12,796 14,736 

特別会計 200 190 0 0 0 0 

計 11,030 11,124 10,918 10,224 12,796 14,736 

 うち運営費交付金 9,680 9,680 9,675 9,292 12,128 14,128 

 うち施設整備費等補助金 501 501 499 534 292 263 

 うちその他の補助金等 943 943 744 397 376 345 

支出予算額の推移  （単位：百万円） 14,100 14,860 14,229 13,961 16,513 14,736 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 325 228 184 186   

（単位：百万円） 発生要因 平成２１年度の利益剰余金を例に取れば、①前中期目標期間繰越積立金（前中期目標期間に自己財源で取得した償却資

産の減価償却費等の見合の積立金の期末残高：５４百万円）と②積立金（通則法第４４条第１項の積立金の期末残高であ

り、大部分が現中期目標期間に自己財源で取得した償却資産の減価償却費等の見合：１１１百万円）と③当期未処理利益

（２１百万円）の合計である。 

 

見直し案 現中期目標期間の最後の事業年度である平成２２年度の決算整理を行った後、なお、積立金があるときは、次中期目標

期間繰越積立金として環境大臣の承認が行われる金額（自己財源で取得した償却資産の減価償却費等の見合）を控除した

残余の金額を国庫に返納する。 

 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 641 913 1,317 1,540   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 11,209 11,830 11,494 11,434 (見込み) 12,796 (見込み) 14,736 
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見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

人件費 1%削減：約 25百万円 

中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 21 年度実績) 

環境省独立行政法人評価委員会において、「戦略的かつ機動的な組織の編成、人材の効率的活用、効率的な施設運用、情

報技術等を活用した業務の効率化、業務における環境配慮、業務運営の進行管理について、総じて中期目標の達成に向

けて、適切に成果をあげている」とされ、総合評価はＡであったが、「財務の効率化」のみＢ評価であった。 

（主な数値目標の達成状況） 

・人件費については、平成１７年度における決算額からマイナス４％を趣旨とする額 2,312百万円に対し、平成２１

年度において 2,153百万円であり、目標を達成した。 

・自己収入については、競争的資金の獲得は増えたものの、全体として目標額 4,069 百万円に対し、平成 21 年度に

おいて 3,493百万円であり、達成できなかった。（576百万円） 

・業務における環境配慮については、ＣＯ2排出量、エネルギー消費量、上水使用量、廃棄物の発生量等すべての項

目について計画よりも大幅に達成した。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人国立環境研究所 府省名 環境省 

事務及び事業名 

①� 環境研究に関する業務 

②環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

③研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進 

事務及び事業の概要 

①� 環境研究に関する業務 

我が国における環境研究の中核的機関として、持続可能な社会の実現を目指し、学際的かつ総合的で質の高

い環境研究を進め、環境政策への貢献を図る。 

（研究の構成）  

ア．重点プログラム（環境政策に資する集中的・融合的に取り組む研究課題） 

イ．基盤的な調査・研究活動（基盤的な調査・研究、創造的・先導的な研究及び手法開発を行う） 

ウ．知的研究基盤の整備 

②環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

 環境に関する国内外の情報を収集・整理し、インターネット等を通じて提供する業務を実施。 

③研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進 

 市民の環境保全への関心を高め、環境問題に関する科学的理解と研究活動の理解の増進を図るため、プレス

リリースや公開シンポジウム等を通じ、研究活動・研究成果の積極的な発信に努める。     

事務及び事業に係る 23年度予算要求額 
国からの財政支出額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

14,735,508,000円  

（ 1,939,922,000円） 

支出予算額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

14,735,508,000円  

（ 1,939,922,000円） 

事務及び事業に係る職員数（平成22年１月１日現在） ８９５人 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

国立環境研究所は、我が国の環境行政の科学的、技術的基盤を提供する機関として、国際的にも環境分野におけ

る中核的な機関として、その重要な役割を果たしてきている。環境問題が、いっそう、複雑化、多様化する中、

国立環境研究所の使命はより一層その重要性が増してきているといえることから、事務及び事業について廃止す

る要素は見あたらない。 

本年６月の中央環境審議会において環境研究・環境技術開発の推進戦略がまとめられ、①脱温暖化社会、②循環

型社会、③自然共生型社会、および④安全が確保される社会の(1)いずれにも共通な領域、(2)横断的領域、(3)社

会実装のための研究推進が重要とされた。その実現に向け、我が国の環境行政の科学的、技術的基盤を提供する

機関として、国際的にも環境分野における中核的な機関として、その重要な役割を果たしていくべく、その目標・

体制等について検討中（22年度中）である。 
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また、第２期中期目標において人件費を５％以上削減することとしているが、この目標を平成２３年度まで継続

することとする。 

備考〔補足説明〕 

 温暖化などの地球環境問題をはじめ、環境問題はより多様化･複雑化しており、かつ、国際的な課題となってい

る。国立環境研究所は、地球環境保全、公害の防止、生態系保全等の環境問題全般にわたって学際的かつ統合的

に取り組む国内唯一の研究所である。また、アジア太平洋環境経済統合モデル（AIM）を活用して、気候変動を抑

制するために必要な今後 100年間の温室効果ガスの削減対策を分析し、IPCC第４次評価報告書作成に貢献すると

ともに、第５次評価報告書に向けた国際的なシナリオ研究をリードするなど、環境研究において国際的にも非常

に重要な役割を果たしている。 

 

（廃止について） 

 国立環境研究所は、国際社会への貢献等も含め、環境政策の推進を科学的側面から支援するため、広範な調査･

研究に取り組んでおり、その成果は各種基準の設定等行政施策に反映され、これを通じて環境の保全が図られる

ことにより、国民生活に寄与している。このため、国立環境研究所を廃止することは、国際的な環境の発信の場

を失うとともに、環境面における将来の国民生活を脅かすことになりかねない。 

 

（民営化について） 

 国立環境研究所は、我が国の中核的な環境研究機関として、公正･中立な立場を保持しつつ広範な環境研究を総

合的に推進している。また、国際的な共同研究を進める上でも、公平･中立という研究機関のステイタスが不可欠

である。このため、環境政策を支える研究を行う高度な専門家集団及び必要な施設等を継続的に維持することが

不可欠である。その役割を民間に移すことは、継続的な機能の維持が図られる保証がないばかりか、公平･中立な

視点を失い、国際的な協力関係を失うことになりかねない。 

Ｐ．6



 

（他法人への移管・一体的実施、他の事務及び事業との統合について） 

 国立環境研究所は、全国的、国際的な視点に立って、国内外の研究機関ともネットワークを構築しつつ、環境

行政に科学的･技術的基盤を提供する研究を行うことにより政策貢献を行う中核的･総合的な唯一の研究機関であ

ることから、他の主体による実施は困難である。仮に他の主体への移管、統合等が行われた場合、環境行政との

リンクが不明確となり、環境政策への貢献が困難になる。 

 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

第２期中期目標において人件費を５％以上削減することとしているが、この目標を平成２３年度まで継続するこ

ととすることにより、人件費を１％（約 25百万円）削減する。 
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Ⅲ．組織の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人国立環境研究所 府省名 環境省 

見直し項目 
支部・事業所等の見直し（横１．

（２）） 

事務事業実施主体の見直し（横２．

（１）） 

重複排除・事業主体の一元化等（横２．

（２）） 

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

   

備考〔補足説明〕 

独立行政法人整理合理化計画に基

づき平成２０年度に東京事務所を

廃止している。海外事務所や研修

施設等は設置していない。 

環境問題に関し、問題の発見から対策

立案までを多角的、総合的に研究して

いる組織である。これを民間にゆだね

た場合には実施されないおそれがあ

る。 

国立環境研究所は、環境問題全般にわ

たって統合的な研究を行う機関であ

り、その観点から他省の研究機関で実

施している研究との重複は無いと考え

ている。一方で、他の研究機関と共同

でないと成果が得られないような分野

では、積極的な連携を行っている。例

えば、地球全域の CO2，メタン濃度を

観測するために人工衛星による観測を

本年より本格運用しているが、国環研

には衛星打ち上げ・運用のノウハウは

ないため、(独)宇宙航空研究開発機構

(JAXA)と連携して観測を行っている。 
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法人名 独立行政法人国立環境研究所 府省名 環境省 

見直し項目 非公務員化   

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

「独立行政法人国立環境研究所法

の一部を改正する法律案」が平成

１８年に成立し平成１８年度より

非公務員化している。 

 

  

備考〔補足説明〕 
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Ⅳ．運営の効率化及び自律化の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人国立環境研究所 府省名 環境省 

見直し項目 
保有資産の見直し（不要資産の国庫返

納等）（横１．（１）） 

随意契約の見直し等取引関係の見直

し（横２．（３）） 

自己収入の拡大（横２．（４）） 

 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

 監事及び外部有識者によって構成する

契約監視委員会の点検等を受けて随意

契約等見直し計画を平成２２年４月に

策定し、随意契約については、真にや

むを得ない場合を除き競争性のある契

約に移行することとしている。また、

次の中期目標期間においても、契約監

視委員会による定期的な点検、見 

直し等に対応して、随意契約等に係る

改善を図っていく。 

競争的な外部資金のほか、民間等か

らの受託や寄付金を含め、自己収入

の獲得に努める。 

備考〔補足説明〕 

基金・職員宿舎など必要性の低い資産

は保有していない。 
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法人名 独立行政法人国立環境研究所 府省名 環境省 

見直し項目 
管理運営の適正化（人事管理・人件費

を含む）（横３．（１）） 

事業の審査、評価の見直し（横３．

（２）） 

業務のアウトソーシング（官民競争

入札等の導入） 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

予算の執行管理及び組織の管理運営

の適正化に努め、総人件費改革に基づ

く人件費１％削減を達成する。 

  

備考〔補足説明〕 

 研究事業については、内部評価だけで

なく、外部の専門家を委員とする外部

研究評価委員会において、毎年度、審

査・評価を行い、事業の見直しに反映

している。 

独立行政法人整理合理化計画に基

づき車両運転業務及び車両整備業

務を平成２０年度にアウトソーシ

ングし、アウトソーシングを行える

業務についてはすでに実施してい

る。 

 

（注） 様式Ⅲ及び様式Ⅳの見直し項目の末尾の括弧書きは、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（平成 22年５月 18日行政刷
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新会議決定）の該当項目を示す。 

例：様式Ⅲ「支部・事業所等の見直し（横１．（２））」中の「（横１．（２））」は、「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」（平

成 22年５月 18日行政刷新会議決定）の「１．保有資産の見直し（２）事務所等の見直し」を示す。 
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